
住民税申告・確定申告の受付がはじまります 

令和５年分（令和５年１月１日から令和５年１２月３１日まで）の収入にかかわる住民税申告の受付を行います。

申告が必要な方は、日程表の対象地区の受付時間にご来場ください。 

ご自身で確定申告される場合は、球磨村への申告は必要ありません。自宅からオンラインで簡単に確定申告

ができる e-Tax については裏表紙をご覧ください。 

必要な申告をされなかった場合、所得証明書が発行できない、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の

正しい算定ができないといった不利益が生じる場合がありますのでご注意ください。 

■申告が必要か確認してみましょう            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎この表は申告が必要か確認するための目安です。ご不明な点はお問い合わせください。 

スタート 

令和６年 1 月 1 日現在、球磨村に住んでいた 

 

球磨村への申告は必要ありません。 

1 月 1 日にお住まいの市町村にご確認ください。 
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収入がない 

はい   いいえ 

収入額が 400 万円を超える 

収入額が 148 万円 （1 月 1 日時点で 65 歳未満なら

98 万円）を超える 

扶養控除や医療費控除など追加する控除がある 

次のどれかに当てはまる 

・年末調整をしていない 

・年末調整の内容に変更がある 

・2 ヶ所以上から給与の支払いを受けた 

・追加する控除がある 

・給与収入が 2,000 万円を超える 

農業、営業、不動産、雑、一時所得などがあり、 

所得金額（収入－経費）が所得控除額より多い 

給与収入か年金収入があり、ほかに 20 万円を超える所得がある 

非課税収入のみ（遺族年金・障害年金・失業給付金など） 

住民税申告が必要です 

申告は必要ありません 

確定申告が必要です 

申告は必要ありません 

確定申告が必要です 

申告は必要ありません 

住民税申告が必要です 

確定申告が必要です 

住民税申告が必要です 

確定申告が必要です 

住民税申告が必要です 

住民税申告が必要です 


